
川崎市建設副産物取扱要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、川崎市建設副産物取扱要綱（以下「要綱」という。）に定めるもの

のほか、建設副産物の取扱いについて必要な事項を定める。 

（建設発生土搬入等の承認） 

第２条 要綱第５条第１項に規定する建設発生土（以下「建設発生土」という。）を搬

入しようとする者（以下「搬入者」という。）で、要綱第４条第２項に規定する浮島

中継ヤードの指定を受けた者は、浮島中継ヤード建設発生土発券依頼書（第１号様式）

により建設緑政局長の承認を受けなければならない。また、要綱第４条第３項に規定

する施設の横浜市環境創造局改良土プラント（以下「プラント」という。）の指定を

受けた者は、横浜改良土センター株式会社の定める手続きに基づき、利用申込手続き

をとらなければならない。 

２ 要綱第４条第２項に規定する浮島処分地の指定を受けた搬入者は、川崎市浮島指定

処分地建設発生土受入要綱（以下「浮島処分地要綱」という。）の規定に基づき港湾

局長の承認を受けなければならない。 

３ 要綱第４条第２項に規定する建設資源広域利用センター受入地（以下「受入地」と

いう。）の指定を受けた搬入者は、株式会社建設資源広域利用センター（以下「広域利

用センター」という。）の定める手続きに基づき、広域利用センターの承認を受けなけ

ればならない。 

４ 建設緑政局長は第１項の承認をする場合に、必要な条件を付することができる。 

（承認事項の変更） 

第３条 前条第１項の規定により建設緑政局長の承認を受けた搬入者は、承認を受けた

内容に変更が生じたときは、直ちに浮島中継ヤード建設発生土受入変更発券依頼書（第

２号様式）により建設緑政局長の承認を受けなければならない。 

２ 前条第２項の規定により港湾局長の承認を受けた搬入者は、承認を受けた内容に変

更が生じたときは、直ちに浮島処分地要綱の規定に基づき、港湾局長の承認を受けな

ければならない 

３ 前条第３項の規定により承認を受けた搬入者は、承認を受けた内容に変更が生じた



ときは、直ちに広域利用センターの定める手続きに基づき、広域利用センターの承認

を受けなければならない。 

（建設発生土搬入整理券） 

第４条 第２条第１項の規定により建設緑政局長の承認を受けた搬入者は、建設緑政局

から建設発生土搬入整理券（第３号様式）（以下「搬入整理券」という。）の交付を

受けるものとする。なお、建設発生土搬入等の承認については、搬入整理券の交付を

もって承認したものとする。 

２ 第２条第２項の規定により港湾局長の承認を受けた搬入者は、浮島処分地要綱の規

定に基づく搬入整理券の交付を受けるものとする。 

３ 第２条第３項の規定により広域利用センターの承認を受けた搬入者は、広域利用セ

ンターの定める整理券の交付を受けるものとする。 

４ 搬入者は、交付を受けた整理券を第三者に譲渡してはならない。 

（整理券の提出等） 

第５条 第４条第１項に規定する搬入整理券にて事業者に指定され浮島中継ヤードに建

設発生土の搬入をする者は、入場する際に、浮島中継ヤードの係員に搬入整理券を提

出しなければならない。 

２ 浮島処分地に建設発生土を搬入する者は、浮島処分地要綱に定める手続きを行わな

ければならない。 

（完了届） 

第６条 第２条第１項の規定により建設緑政局長の承認を受けた搬入者は、建設発生土

の搬入を完了したときは、速やかに浮島中継ヤード建設発生土搬入完了届（第４号様

式）を建設緑政局長に提出しなければならない。建設発生土搬入完了届を受けた際は、

浮島中継ヤード建設発生土搬入実績書（第５号様式）にて搬入実績を通知する。 

２ 第２条第２項の規定により港湾局長の承認を受けた搬入者は、建設発生土の搬入を

完了したときは、浮島処分地要綱に定める手続きを行わなければならない。 

３ 第２条第３項の規定により広域利用センターの承認を受けた搬入者は、建設発生土

の搬入を完了したときは、広域利用センターの定める手続きを行わなければならない。 

（建設発生土搬入受入等料金） 

第７条 建設発生土搬入受入等料金は次の各号によるものとする。 

 ⑴ 第２条第１項に規定する浮島中継ヤードへの建設発生土搬入受入料金（以下「受



入料金」という。）については、別表のとおり定める。 

 ⑵ 第２条第２項に規定する浮島処分地への受入料金については、浮島処分地要綱に

定めるものによる。 

 ⑶ 第２条第３項に規定する受入地への受入料金については、広域利用センターの定

めるものによる。 

（受入料金の納入） 

第８条 第２条第１項に規定する浮島中継ヤード建設発生土発券依頼書にて納入通知書

通知先に指定され建設発生土を搬入した者は、川崎市（以下「本市」という。）が発行

する納入通知書により前条第１号に定める受入料金を、納入通知書記載の指定期間内

に納入しなければならない。 

２ 第２条第２項に規定する浮島処分地の指定を受け建設発生土を搬入した者は、浮島

指定地要綱の定める規定に従い、受入料金を納入しなければならない。 

３ 第２条第３項の規定により広域利用センターへの承認を受けた搬入者は、広域利用

センターの定める規定に従い、受入料金を納入しなければならない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長は特別な事情があると認めるものについては、建

設発生土の受入の際に、これを徴収することができる。 

（履行遅滞に係わる措置） 

第９条 前条第１項に規定する搬入者が、納入通知書記載の指定期間内に料金の納入を

おこたったときは、受入料金にその翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年  

１４．６パーセント（当該納入期日の翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額（１，０００円未満を除く。）

に相当する金額を当該受入料金等に加算して納入しなければならない。 

２ 前条第２項に規定する搬入者が、料金の納入をおこたったときの措置は、浮島処分

地要綱の定めによるものとする。 

３ 前条第３項に規定する搬入者が、受入料金の納入をおこたったときの措置は、広域

利用センターの定めによるものとする。 

(承認の取消し) 

第１０条 市長は、建設発生土の受入の承認を受けた者が、承認の内容及び条件に違反

したときは、又は市長が不適当と認めたときは、原状回復等の措置をとることを命じ

るとともに、その承認を取消すことができる。 



（損害賠償） 

第１１条 建設発生土の受入の承認を受けた者は、建設発生土の搬入に関し、市に損害

を生じさせた場合には、原状回復等必要な措置をとるとともに、その損害を賠償しな

ければならない。 

（基 準） 

第１２条 建設発生土の受入基準は別に定める。 

（建設発生土の撤去） 

第１３条 建設発生土の受入の承認を受けた者が、前条の受入基準を超える建設発生土

を搬入したときは、請負者の責任において撤去するものとする｡ 

（中継ヤードの稼働期間等） 

第１４条 中継ヤードの稼働期間は、次のとおりとする。ただし、建設緑政局長が必要と

認めた場合は、稼働期間を変更することができる。 

名 称 浮島中継ヤード  

受 付 

時 間 

8:30～16:30（ただし、12:00～13:00

を除く） 

 

 

休業日 

日曜日、休日、年末年始（12 月 29 日

～1月4日）、土曜日 

 

２ 休業日以外で天候の不良等により建設発生土受入が不適切の場合は、時間単位又は

日にち単位で中継ヤードの建設発生土の受入取扱いを中止することができる。 

３ 第２条第２項及び第３項規定の浮島処分地、受入地の稼働期間等は、それぞれの定

めによるものとする。 

４  搬入車両が違法改造車両、高枠車両及び過積載車両の場合、中継ヤードへの入場は

できないものとする。 

（公共的団体承認申請） 

第１５条 要綱第５条第２項第１５号の規定による市長の認定を受けようとする者は、

公共的団体承認申請書(第６－１号様式)を市長に提出しなければならない。 

２ 要綱第５条第３項の規定により要綱第４条第２項別表第１に定める施設に搬入しよ

うとする者は、建設発生土の川崎市指定処分地受入依頼書（第６－２号様式）を市長

に提出しなければならない。 



（特定建設資材廃棄物等の搬入手続き等） 

第１６条 要綱第２条第１４号に規定する工事請負人（以下「工事請負人」という。）は、

要綱第６条第２項に規定する契約図書（ 以下「契約図書」という。）に要綱第２条 

第10号に規定する特定建設資材廃棄物及び路盤廃材(以下｢特定建設資材廃棄物等｣と

いう｡)の発生の記載があるときは、特定建設資材廃棄物等（木材を除く）を搬入する

要綱第２条第１３号に規定する指定工場（以下「指定工場」という。）より選択するも

のとする。また、特定建設資材廃棄物のうち木材については、原則として要綱第１８

条に規定する建設発生木材再資源化指定事業者が設置する再資源化施設（以下「指定

施設」という｡）より選択するものとする。 

２ 工事請負人は、特定建設資材廃棄物等の搬入日時、数量等について、あらかじめ指

定工場または指定施設の登録を受けた者と連絡をとるものとする。 

３ 指定工場または指定施設の登録を受けた者は搬入される特定建設資材廃棄物等を、

適切な方法をもって正確に検収するとともに適切な保管、処理を行わなければならな

い。 

（再生材の使用等） 

第１７条 工事請負人は、契約図書において再生材の使用が定められている場合は、施

工計画書に直近の材料試験成績書を添付し、監督員に提出し承諾を受けるものとする。 

２ 工事請負人は工事が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき再資源化

等報告書を監督員に提出すること。 

３ 監督員は工事が完了後、その数量、指定工場名を建設副産物実態調査で報

告すること。 

４ 指定工場の登録を受けた者は再生材の品質規格については、社団法人日本道路協会

が定めた「舗装再生便覧」等の定めに従い、誠実に管理しなければならない。 

５ 指定工場の登録を受けた者は再生材の材料試験を３カ月に１回以上実施

するとともに、年１回以上は公的機関において材料試験を実施し、その結果

を建設緑政局長に報告するものとする。 

６ 第５項に定める材料試験項目は別に定める。 

（報告の義務） 

第１８条 指定工場の登録を受けた者は、前年度の特定建設資材廃棄物等の受入量、再

生材の出荷量について、毎年４月末日までに特定建設資材廃棄物等受入状況表（第７

号様式の１）再生材出荷状況表（第７号様式の２）により建設緑政局長に報告しなけ



ればならない。 

（その他必要事項） 

第１９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は建設緑政局長が別に定める。 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成11年４月１日から施行する。 

２ この要領施行の際、債務負担工事及び繰越工事の建設発生土の取扱いについては、

川崎市指定処分地建設発生土受入要領及び川崎市土質改良プラントにおける原料土及

び改良土取扱要領の規定による。ただし、建設廃材の取扱いについては、従前の例に

よる。 

３ 川崎市指定処分地建設発生土受入要領及び川崎市土質改良プラントにおける原料土

及び改良土取扱要領は廃止する。 

 （履行遅滞に係わる措置の特例） 

４ 第９条第１項に規定する延滞金の割合は、同条の規定にかかわらず、当分の間、各

年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告示

された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同

じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この項において

「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パー

セントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超え

る場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

 

 附 則 

１ この要領は、平成12年１月１日から施行する。 

２ 改正後の要領附則第４項の規定は、延滞金のうち平成12年１月１日以後の期間に対

応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例

による。 

 附 則 

１ この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 



 附 則 

１ この要領は、平成１２年７月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ この要領施行の際、債務負担工事及び繰越工事の建設発生土の取扱いについては、

なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、平成１８年１１月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成２９年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第７条関係）

１　浮島中継ヤード　　　　　　　

ダンプトラック１台当たりの料金

（税込み）

２ ｔ 車
（1.1m3換算）

４ ｔ 車
（2.2m3換算）

１０ ｔ 車
（5.5m3換算）

車種区分

6，334円
（本体価格5，759円）

12，670円
（本体価格11，519円）

31，677円
（本体価格28，798円）



第1号様式（第2条第１項関係） エクセルにて、53gikan@city.kawasaki.jpへ送付して下さい。

年 月 日

　なお、発行された建設発生土搬入整理券は、工事等担当課及び請負者にて適切に管理致します。

下記以外
公害防止条例による調査必要地
河川区域

　

※納入通知書の送付先について、納入手続に支障がある場合には監督員よりご相談ください。
〔参考１〕No1～No35 に係る検体数

※以降、2000m3増加するごとに１検体増

〔参考２〕ダイオキシン類（No36～No37 ）に係る検体数

※調整池等で河川の水が流入する
　可能性がある場合は、河川区域

※以降、2500m2増加するごとに１検体増 　として検査を実施して下さい。

浮島中継ヤード建設発生土発券依頼書

     建設緑政局長
工事等担当局長

　川崎市建設副産物取扱要綱、川崎市建設副産物取扱要領、その他関係法規（特に、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」に抵触する産業廃棄物に該当しないこと）に適合していることを工事等担当課
の責任において確認し、次の内容にて発券を依頼します。

工事名(契約名)

工期末 西暦 年 月 日

担当部署名 監督員名

検定の要否判定

搬出地域
（レ点を記入）

浮島指定処分地建設発生土受入に係る検定試験実施要領　別紙１　No1～No35 に係る検定

契約土量 m3 検体〔参考１参照〕

浮島指定処分地建設発生土受入に係る検定試験実施要領　別紙１　ダイオキシン類 に係る検定

発生面積 m2 検体〔参考２参照〕

必要とする建設発生土
搬入整理券

券種 枚数

２ｔ車 1.1m3/台換算 枚

４ｔ車 2.2m3/台換算 枚

１０ｔ車 5.5m3/台換算 枚

現場代理人氏名及び連絡先 氏名 TEL:

添付資料
　(1)「契約書」の写し
　(2)検定有りの場合：「土砂検定試験結果表（計量証明部分のみ）」の写し及び試料採取位置図

納入通知書送付先 原則として、契約書に記載されている住所に送付

搬出地域
右記以外

・公害防止条例による調査必要地
・河川区域

公害防止条例による調査必要地
契約土量

　「川崎市公害防止等生活環境の
保全に関する条例」にて土壌調査
が必要とされた土地

4000≦土量＜6000m3 2

0m3≦土量＜1000m3 0 1
1000≦土量＜4000m3 1 1

2

河川区域
(河川法第６条)

搬出地域
右記以外

・公害防止条例による調査必要地
・河川区域発生面積

0m2≦面積＜2500m2 0 1
2500≦面積＜5000m2 1 1
5000≦面積＜7500m2 2 2

1

mailto:53gikan@city.kawasaki.jp


第2号様式（第３条第１項関係） エクセルにて、53gikan@city.kawasaki.jpへ送付して下さい。

年 月 日

　なお、発行された建設発生土搬入整理券は、工事等担当課及び請負者にて適切に管理致します。

レ 未使用券は変更しない。

下記以外
公害防止条例による調査必要地
河川区域

〔参考１〕No1～No35 に係る検体数

※以降、2000m3増加するごとに１検体増

〔参考２〕ダイオキシン類（No36～No37 ）に係る検体数

※調整池等で河川の水が流入する
　可能性がある場合は、河川区域

※以降、2500m2増加するごとに１検体増 　として検査を実施して下さい。

浮島中継ヤード建設発生土受入変更発券依頼書

     建設緑政局長

工事等担当局長

　川崎市建設副産物取扱要綱、川崎市建設副産物取扱要領、その他関係法規（特に、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」に抵触する産業廃棄物に該当しないこと）に適合していることを工事等担当課
の責任において確認し、次の内容にて発券を依頼します。

工期の変更 変更後の完成期限 年 月 日

券種の変更 変更後に必要とする券種  ｔ車券  枚　 ⇒  ｔ車券  枚へ変更

土量の変更
（整理券枚数の変更）

券種 増加枚数

２ｔ車 1.1m3/台換算 枚

４ｔ車 2.2m3/台換算 枚

１０ｔ車 5.5m3/台換算 枚

m3 検体〔参考１参照〕

浮島指定処分地建設発生土受入に係る検定試験実施要領　別紙１　ダイオキシン類 に係る検定

変更後の
総発生面積

m2 検体〔参考２参照〕

添付資料

　(ア)「（当初）契約書」の写し
　(イ)「土砂検定試験結果表」の写し（計量証明書部分のみ）及び試料採取位置図
　　　　※追加検定は、当初検定数との差分のみ実施・提出して下さい。
　（ウ）未使用券の一部を変更する場合は、変更予定の整理券（PDF）を添付して下さい。

追加検定の要否判定
※土量及び面積の変更

がある場合のみ記入

搬出地域
（レ点を記入）

浮島指定処分地建設発生土受入に係る検定試験実施要領　別紙１　No1～No35 に係る検定

変更後の
総契約土量

搬出地域
右記以外

・公害防止条例による調査必要地
・河川区域

公害防止条例による調査必要地
契約土量

　「川崎市公害防止等生活環境の
保全に関する条例」にて土壌調査が
必要とされた土地

4000≦土量＜6000m3 2 2

0m3≦土量＜1000m3 0 1
1000≦土量＜4000m3 1 1

河川区域
(河川法第６条)

搬出地域
右記以外

・公害防止条例による調査必要地
・河川区域発生面積

0m2≦面積＜2500m2 0 1
2500≦面積＜5000m2 1 1
5000≦面積＜7500m2 2 2

2

mailto:53gikan@city.kawasaki.jp


第3号様式（第4条第１項関係） No.

承認番号

不正使用厳禁。
本券を係員に提出した後、係員の指示に従い建設発生土
を降ろして下さい。

浮島中継ヤード
建設発生土
搬入整理券

事業者

住所　有効期限

工期末
氏名　

ｔ車

川崎市

建設緑政局控



第4号様式（第6条第１項関係） 53gikan@city.kawasaki.jpへ送付して下さい。

年 月 日

　次に記載の承認番号の事業について、建設発生土の搬入を完了しましたので届出ます。

　搬入実績表の送付をお願い致します。

浮島中継ヤード建設発生土搬入完了届

　　建設緑政局長

工事名

工事等担当局長

承認番号

mailto:53gikan@city.kawasaki.jp


第5号様式（第６条第１項関係）

年 月 日

　　 完了届の提出に関し、搬入実績を通知します。

　   監督課にて内容確認を行い、未使用券がある場合には裁断等の処理を行って下さい。

工事名

承認番号

搬入完了日

枚

枚

2t車 枚

４ｔ車

浮島中継ヤード建設発生土搬入実績書

　　工事等担当局長

建設緑政局長　　　　

未使用券

2t車

４ｔ車

１０t車

枚

枚

枚

使用済券

１０t車







会社名

作成責任者

作成年月日

※前年度分について、毎年４月末日までに報告すること。

総　計

路盤廃材 建設汚泥 合　計

川崎市

第７号様式の１（第18条関係）

特定建設資材廃棄物等受入状況表

　　　　　年度分 単位　　　トン

川崎市以外

発注機関名 コンクリート系アスファルト系



※前年度分について、毎年４月末日までに報告すること。

総　計

川崎市以外

発注機関名 ＲＣ－４０ ＲＭ－４０ 再生砂
アスファルト

混合物
合　計

川崎市

第７号様式の２（第18条関係）

再　　生　　材　　出　　荷　　状　　況　　表

会社名

作成責任者

作成年月日

　　　　　年度分 単位　　　トン


